吉備中央町地域特産物総合交流促進施設

指定管理協定条件規定書

	１ 公の施設の名称
	吉備中央町地域特産物総合交流促進施設

	２ 施設の所在地
	吉備中央町北１９７４番地

	３ 指定管理期間
	令和９年４月１日 から 令和１４年３月３１日 まで

	４ 業務の詳細
	別紙「吉備中央町地域特産物総合交流促進施設指定管理仕様書」のとおり。

	５ 指定管理料
	総額　　　　　　　　　０円（指定管理期間中の総額）

年度別内訳　令和 ９ 年度　　　　　　　　０円

令和１０年度　　　　　　　　０円

令和１１年度　　　　　　　　０円

令和１２年度　　　　　　　　０円

令和１３年度　　　　　　　　０円

※上記金額は、消費税及び地方消費税を含んだ額である。

	６ 支払条件
	

	７ その他
	第1条第10項、第7条、第11条は適用しない。


吉備中央町（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、上記事項及び次の条項により、上記公の施設の指定管理に関する協定を締結する。この協定書は、甲が、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定による町議会の議決を経て、乙を上記公の施設の指定管理者として指定した日に有効となる。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

甲　岡山県加賀郡吉備中央町豊野１番地２
吉備中央町

町 長　 山　本　雅　則　　　 eq \o\ac(□,印)
乙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㊞
（総則）

第１条　甲及び乙は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下｢法｣という。）、関係諸法令、吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例（平成１６年吉備中央町条例第１４３号。以下「設置条例」という。）、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年吉備中央町条例第１号。以下「手続条例」という。）、この協定書、この協定書に付属する仕様書、募集要項、質疑回答書及び指定申請書（以下、協定書から指定申請書までを総称して「協定書等」という。）に定めるところにより、それぞれの役割を誠実に果たすものとする。

２　甲は、当該施設の管理（以下｢管理｣という。）に必要な情報、資料等を乙に提供し、合理的な範囲で乙に協力する。

３　乙は、当該施設の設置目的を理解し、指定管理者として公共業務の一部を執行する者として重大な責任があることを認識し、公平公正で、サービスの向上に努めるとともに、効率的な管理を行う責めを負う。

４　協定書等の文書間で、矛盾、齟齬がある場合は、第１項に記述する順にその解釈が優先するものとする。

５　協定書等に関する請求、通知、報告、申出、承諾、合意、同意、変更、取消及び停止（以下「請求等」という。）は、書面により行わなければならない。口頭による請求等は、軽微な事項又は緊急やむを得ない場合を除き、無効とする。

６　協定書等の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、特別に定めた場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。

７　協定書等における期間の定めについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。

８　協定書等の締結に要する費用は、乙の負担とする。変更協定等の場合も同様とする。

９　協定書等における書面の各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、協定書等の条項の解釈に影響を与えないものとする。

10　別に定めた場合を除き、協定書等に定める金額について、算出の結果、円未満の端数が生じる場合は、全て切り捨てるものとする。

11　協定書等に定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。

12　協定書等にかかる訴訟については、行政事件に関する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に従い、民事事件に関する場合は、岡山地方裁判所をもって、第一審の専属的管轄裁判所とする。

13　乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、協定書等に基づくすべての行為を、共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った協定書等に基づくすべての行為は、当該企業体すべての構成員に対して行ったものとみなし、又、乙は、甲に対して行う協定書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

14　管理業務に係る会計年度は、毎年４月1日から３月３１日までとし、独立した区分会計を行わなければならない。

（目的）

第２条　この協定書は、頭書の公の施設の管理を乙が行うに当たり、法及びその他関係諸法令、設置条例及び同施行規則、並びに手続条例及び同施行規則に定めるもののほか、適正な管理を確保する上で必要な事項を定めるものである。

（準備行為）

第３条　この協定書が有効となる前に、甲又は乙が、自らの責任において協定書等に規定する管理のための準備行為をすることは、何ら支障ないものであるが、法第２４４条の２第６項の規定による当該指定管理者の指定議案が否決された場合に相手方に損害等を請求することはできない。

２　乙は、指定管理が開始日に先立ち、甲に対して頭書の公の施設の視察を申し出ることができるものとする。甲は、乙から申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申し出に応じることとする。

（事業報告書の作成及び提出、完了等検査）

第４条　乙は、手続条例第５条の規定に基づき、年度終了ごとに、その日から３０日以内に事業報告書を甲に提出しなければならない。指定管理期間が満了し、第８条又は第１０条により指定管理が終了し、又は取り消されたときも同様とする。

２　甲は、前項により乙から事業報告書を受理したときは、遅滞なくその内容の審査及び実地調査等（以下「完了等検査」という。）を実施するものとする。

３　前項の完了等検査に合格しなかったときは、甲は、乙に手直し、やり直し又は改善等（以下「手直し等」という。）を命ずる。乙は、すみやかにこれに従い、手直し等の終了を甲に通知し、再度完了等検査を受けなければならない。

４　完了等検査に要する費用は、乙の負担とする。

（業務報告の聴取等）

第５条　甲は、手続条例第６条の規定に基づき、甲が必要と認めるときは、指定管理期間の全期間において、実地について調査し、又は報告書の提出を求める（以下「調査等」という。）ことができる。

２　甲は、前項の調査等により乙の管理に不備等があると認めたときは、手直し等を命ずることができる。

３　手直し等に要する費用は、乙の負担とする。

４　乙は、調査等に立ち会うものとし、立ち会わないときは、調査等の結果について、異議を申し立てることができない。

（実績報告及び確認）

第６条　乙は、毎年度終了後、仕様書に定める事項を実績報告書として、仕様書に定める日（当該指定日が土曜日曜又は祝祭日に該当する場合は、その翌日。）までに、甲に提出しなければならない。

２　甲は、前項により乙から実績報告書を受理したときは、これを１０日以内（実績報告書を受理した日を第１日と算入する。次条第２項について同じ。）に確認しなければならない。

（指定管理料の請求及び支払い）

第７条　乙は、各年度４月及び９月に、頭書に定める当該年度の指定管理料を請求することができる。

２　甲は、前項により乙から請求書を受理したときは、３０日以内に支払わなければならない。

（指定管理の取消等）

第８条甲は、手続条例第７条の規定に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理を取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止（以下「取消等」という。）を命ずることができる。

(１)　乙が、協定書等に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めたとき（第９条及び第１０条による場合を除く。）

(２)　乙又はその代理人その他乙の使用人等が、第４条の完了等検査又は第５条の調査等の執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為があると甲が認めたとき

(３)　乙が、第１４条又は第１５条に違反したと甲が認めたとき

(４)　乙が、協定書等に違反し、指定管理者として不適当と甲が認めたとき

(５)　乙について手形又は銀行取引停止処分がなされたとき、若しくは支払い停止事由が発生したとき

(６)　乙が、差押、仮差押さえ又は仮処分を受けたとき

(７)　乙にかかる破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算その他倒産等に関する法律のいずれかの手続きについて申立てがなされたとき

(８)　乙が、当該施設の管理に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等の取消処分又は停止処分等を受けたとき

(９)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に定義する暴力団、又は暴力団員が、乙の経営等に関与していることが発覚したとき

２　甲は、前項により指定管理の取消等を行う場合は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条の規定に従う。

（不可抗力による指定管理の終了）

第９条　不可抗力により、当該施設が損壊等し、甲又は乙の債務の履行が不可能になったときは、不可能になった時をもって、指定管理は終了する。

２　前項により指定管理が終了したときの指定管理料は、月額の指定管理料を日割り計算により精算し、甲乙双方とも相手方に損害賠償等を請求することはできない。

（緊急事態における指定管理の取消等）

第１０条　甲は、天災地変等の発生により、当該施設を地域住民の避難場所、又は援助物資の保管倉庫に使用するなど、緊急に必要があるときは、乙に対して業務の変更等について協力要請することとし、乙は、誠実に協力要請に応じることとする。

２　甲は、前項による協議が成立しなかったときは、指定管理の取消等を命ずることができる。

３　甲は、前項により取消等した場合は、当該乙の損害を補償（当該月の委託料は日割り計算し、遺失利益を補償する。）しなければならない。

（管理の未実施による指定管理料の減額）

第１１条　甲は、乙が正当な理由がなく、管理を実施しないときは（第８条各号に該当し、管理の全部又は一部の停止されたときを含む。次項において同じ。）、当該月の指定管理料を日割り計算の方法により減額する。

２　前項の日数の算出については、管理を実施しなかった期間の間に当該施設の休館日等が含まれている場合、休館日等も１日として算入するものとし、管理を実施しなかった期間が１日に満たない場合には、４時間以内は半日と計算し、４時間を超える場合は１日とする。

（原状回復義務及び引継義務）

第１２条　乙は、指定管理が期間満了し、又は取り消された場合は、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。

２　乙は、指定管理が期間満了し、又は取り消された場合は、管理を甲又は次期指定管理者への引き継ぎについて、協力しなければならない。

３　原状回復及び引き継ぎに要する費用は、すべて乙の負担とする。

（損害賠償）

第１３条　管理について生じた乙の損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

２　乙は、管理にあたり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由又は天災地変等誰の責めでもない理由の場合は、この限りでない。

（秘密の保持）

第１４条　乙は、管理上知り得た甲の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理期間が満了し、取消等又は終了した後も同様とする（以下この条及び次条において同じ。）。

２　乙は、管理上やむを得ず、第三者（第１９条により下請け又は再委任された者を含む。）に甲の秘密を提供するときは、事前に甲に届け出て承認を得なければならない。

３　乙は、甲の秘密をむやみに複写等してはならない。

４　乙は、甲の秘密等が漏洩、盗難等された場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。

５　乙は、乙の従事者に対し、甲の秘密の保持を徹底するよう指導教育しなければならない。第２項の規定により第三者に甲の秘密等を提供するときも同様とする。

（個人情報の保護）

第１５条　乙は、吉備中央町情報公開及び個人情報保護に関する条例（平成１７年吉備中央町条例第１５号。以下「保護条例」という。）及び同施行規則を尊守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。

（情報公開）

第１６条　乙は、保護条例に基づき、当該施設の管理に関する行政文書の開示開請求がなされたときは、これに協力しなければならない。

２　乙は、管理のため作成した文書を、指定管理期間が満了し、取消等又は終了した後１０年間保管しなければならない。

（相殺）

第１７条　乙は、協定書等に関して、損害金、その他甲に対する金銭債務が発生した場合、乙が甲に対して有する金銭債権との間で相殺されることを予め承認する。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第１８条　乙は、協定書等によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

（下請け等の制限）

第１９条　乙は、管理の全部又はその主たる業務を第三者に下請けさせ、又は再委任することはできない。

２　乙は、管理の主たる業務を除く業務を第三者に下請けさせ、又は再委任する場合、予め書面により甲の承諾を得なければならない。

（法令の変更に伴う指定管理料の変更）

第２０条　関係法令等の改正により、管理に追加費用が発生し、又は減額した場合は次のとおりとする。

(１)　税法（消費税及び地方消費税を除く。）又は社会保険料等の変更の場合、指定管理料は、変更しない。

(２)　消費税及び地方消費税の税率の変更の場合、指定管理料（消費税等に該当する金額）を変更する。

(３)　税法又は社会保険料等以外の法令の変更の場合、甲乙協議の上指定管理料を変更することができる。

（経済状況等の変動に伴う指定管理料の変更）

第２１条　経済状況等が著しく変化した場合、甲乙協議の上、指定管理料を変更することができる。

２　前項の場合、協定締結日を基準日として、総務省統計局発表の消費者物価指数（岡山）又は厚生労働省岡山労働局発表の最低賃金が１０％以上変動した場合に協議を行う。

３　天災地変等誰の責めでもない理由により、管理に追加費用が発生し、又は減額した場合には、甲乙協議の上、指定管理料を変更することができる。
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